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生活保護費の不正支出について（第３報） 

 
 
 令和３年２月１５日（月）及び２月２５日（木）に発表いたしました、本市桜区職員

による生活保護費の不正支出事案について、桜福祉事務所及び大宮福祉事務所に対し

て、生活福祉課が生活保護法に基づく特別監査を実施し、その結果を取りまとめまし

たのでご報告いたします。 
 また、本事案の現在までの調査状況等につきましても、併せてご報告いたします。 

 
 
１ 特別監査の報告について 
   別添資料１のとおり 

 
２ 現在までの調査状況等について 
   別添資料２のとおり 
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